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データで データで 見見  る、男女共同参画る、男女共同参画データで 見 る、男女共同参画

　グラフ①からは、出産・育児期にあたる 35～ 39歳において、女性の労働力率が最も低下し、子育てが一段落し
た時期に再び上昇する「M字カーブ」を描いていることがわかります。一方で、男性の場合はこの期間中も労働力
率が低下することはなく、なだらかな台形曲線を描きます。
　妊娠・出産というライフイ
ベントにおいて、「このまま
仕事を続ける」「一時的にや
めて、その後にフルタイム・
パートタイムで働く」「子ど
もができたら仕事はやめる」
など、さまざまな選択肢があ
ります。
　こうしたなかで、一時的に
せよ、仕事をやめるという選
択をした理由は、グラフ②の
ようになっています。

　国が主唱する「男女共同参画週間（毎年６月２３日から６月２９日まで）」にちなみ、川越
市では例年、「市民フォーラム」を開催していましたが、令和２年度は新型コロナウイルス感
染症の影響により中止しました。
　ここであらためて、男女共同参画について知っていただくために、今回は、身近なところか
ら国際的な動向まで、さまざまなデータをもとにお伝えしていきます。

女性の就業状況：M字カーブ

グラフ①：川越市における女性の年齢階級別労働力率※

出典：総務省統計局　平成 17年「国勢調査」、
平成 22年「国勢調査」、平成 27年「国勢調査」
より作成。

※労働力率：
15歳以上の人口における労働力人口（働く意
思を持っている労働が可能な人口のこと、就業
者と完全失業者の合計）の割合。

出典：川越市男女共同参画に関する意識調査（以下「意識調査」）（平成 30年度）
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グラフ②：結婚や子育て等により、女性が仕事を辞める選択をした理由
家事・育児に

専念したいから

保育施設などが充実して
いないから

職場の慣行や雰囲気で、
続けることはできないから

夫や家族の理解を
得られないから
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女性の政治参画状況：47都道府県中２名

　「家事・育児に専念したい
から」がほぼ 6割と最も多い
ですが、「保育施設などが充
実していないから」「夫や家
族の理解を得られないから」
などの理由も見受けられます。
　なお、意識調査では、「女
性が仕事を持ち続けるために
必要なこと」としてグラフ③
のようになっています。
　グラフ①では、M字の「底」
が次第に浅くなっており、職
場の環境改善や、家族の理解
など、女性の就業をめぐる状

　47都道府県のうちの「２名」とは何を表しているのでしょうか ?
　内閣府男女共同参画局が作成している「女性の政治参画マップ 2020」によると、平成 31年４月１日時点におけ
る女性の知事は、東京都・小池百合子知事と、山形県・吉村美栄子知事の２名であり、都道府県知事に占める女性の
割合は約 4.3%となります。
　さらに、同日時点における女性の市区町村長の割合は、1,721自治体中 32名で約 1.9%と、知事よりもさらに低
くなっています。
　性別にかかわらず「社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保される」ことが男女共同参画の理念で
すが、政治分野における女性の参画がまだまだ発展途上であることがうかがい知れる数字ではないでしょうか。
　しかしながら、「政治分野に参画」というと女性に限らず、誰しも敷居が高く感じますので、まずはみんなで政治
に関心を持つところから始めてみましょう。

（内閣府男女共同参画局ホームページより）

グラフ③：女性が仕事を持ち続けるために必要なこと

出典：意識調査（平成 30年度）
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保育園・学童保育室など子育て
環境の整備・充実

働く場の確保・再雇用制度の
推進・充実

労働条件の整備（労働時間短縮、
フレックスタイムの普及等）

夫や家族の理解・協力

育児・介護休業制度の普及

況が変化しつつあることがうかがえます。一人ひとりの希望に沿える就労環境がさらに充実していくように、取り組
みを続けていく必要があると思います。
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　女性が初めて参政権を行使したのは、戦後
初の総選挙である 1946年４月です。それか
らおよそ 70年、衆議院議員に占める女性の
割合は、9.9%※と依然として低迷していま
す。世界平均が 24%程度であることと比べ
ると、その差は明白です。
　子育てや介護・防災など、政治に直結した
テーマに対して多様な声が反映されることで、
より充実した政策を行うことができます。暮
らしをより良いものにしていくために、学校
や家庭でも話し合ってみましょう。
　これに関して、国会議員に占める女性割合
世界一の国は、ルワンダ共和国です。
　2003年に制定されたルワンダ共和国憲法

では、「あらゆる意思決定機関の構成員の少なくとも 30%以上を女性とすること」などが定められています。我が
国でも、平成 30年５月 23日に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が公布・施行され、国政選
挙等で男女の候補者数ができる限り均等になることを目指すこととされました。これにより、政治分野における女性
の参画がどのように変わっていくのか、注視していきましょう。
 ※令和２年６月 17日時点、衆議院ホームページより

国際的な立ち位置：121位
　世界経済フォーラム（World Economic Forum）が
独自に算定した「各国における男女格差を図る指数」を
ジェンダーギャップ指数といいます。経済、教育、健康、
政治の 4つの分野にまたがるデータから作成され、毎
年公表されています。
　2019年における日本の順位は 153か国中 121位と
なっており、2018年の 110位から更に順位を下げ、
過去最低となっています。分野ごとの順位では、特に政
治・経済分野における男女格差が大きく、女性の政治参
画状況を如実に反映した結果となっています。
　一方で、上位４か国のアイスランド、ノルウェー、フ
ィンランド、スウェーデンは、順位の入れ替わりはあり
ますが、前回調査と同じ顔ぶれです。これらの国々では、
どのような取り組みがなされているのか、国内の取り組
みにとどまらず、視野を広く海外に向けてみるのも良い
でしょう。

ジェンダーギャップ指数（2019）
ジェンダー
ギャップ指数
（2019）

分野ごとの順位（日本）

左表の値は、０が完全
不平等、１が完全平等
を意味します。

順位 国名 値
1 アイスランド 0.877
2 ノルウェー 0.842
3 フィンランド 0.832
4 スウェーデン 0.820
5 ニカラグア 0.804
… … …
53 アメリカ 0.724
… … …
106 中国 0.676
… … …
108 韓国 0.672
… … …

121 日本 0.652

分野 順位
経済 115
教育 91
健康 40
政治 144

パネル掲示中の様子

女性女性のの政治参画政治参画女性の政治参画
男女共同参画週間にちなみ、令和２年６月 23日から６月 29日までウェスタ川越の川越市男女共同参画推進
施設において、「私たちの声をもっと社会に」をテーマにしたパネルを掲示しました。

コラム

4



風水害に備えよう
　台風や集中豪雨による河川の氾濫などで、避難が必要となる場合があります。避難所での新型コロナウ
イルス感染症の予防対策も含め、風水害への備えについて、改めて考えてみませんか。

　まず、住んでいる場所が「浸水想定区域」や「土砂災
害警戒区域」などに該当するかを、ハザードマップ※で
確認しておきましょう。
　これらの区域に該当せず、安全が確保できる場合には、
自宅での生活を続ける在宅避難を基本とした避難行動を
取ってください。
　さらに、勤務先や通勤経路、
家族がよく行く場所についても
確認しておきましょう。

■ 自分の住んでいる場所が危険かどうかの確認
　自宅が危険な区域内にある場合など、安全な場所に
移動することが必要な場合には、避難の検討を行いま
す。新型コロナウイルス感染症が拡大している状況下
でも、危険な場合には安全な場所へ避難する必要があ
ります。
　その際、避難所が過密状態になることを防ぐため、
可能な場合には、安全な場所にある親戚や知人の家な
ど、避難所以外への避難についても
検討してみてください。

■ 避難の検討

■ 避難について
　緊急に避難しなければならない場合に備えて、必要
最低限のものはリュックに入れて、すぐに持ち出せる
場所に用意しておきましょう。
　市の備蓄品は限りがありますので、必要なものはで
きるだけ自身で用意しておきましょう。

マスク、体温計、消毒液、除菌シー
ト、ハンドソープ、タオル、下着、
くつ下、雨具、水、食料、応急医療
品、懐中電灯、保険証など

　家族構成（乳幼児や高齢者など）
に応じて、必要な
物を用意する必要
があります。

■ 必要な物の一例
女性
□ 鏡　　
□ 化粧品
□ ブラシ、ヘアゴム
□ 生理用品
□ 防犯ブザー、笛

子育て家庭
□ おむつ
□ ミルク、哺乳瓶
□ おしりふき

□ おやつ
□ おもちゃ
□  母子手帳、情報メモ（保護者名、住所、アレルギーなど）

家族構成に応じて必要な物の一例
高齢者
□ 常備薬
□ お薬手帳、処方箋
□ 眼鏡
□ 入れ歯、洗浄剤
□ 補聴器、予備バッテリー

□ 大人用おむつ
□  情報メモ（緊急時の連
絡先や、持病のかかり
つけ医、薬など）

■ 避難所での過ごし方 check!
　避難所では多くの人が集まり、災害や普段と違う状況に対する不安などから、体
調を崩しやすくなります。お互いに気持ちよく過ごせるような配慮をしましょう。
　妊産婦や乳幼児、高齢者、体の不自由な方などに対しては、特に配慮が必要です。
授乳スペースや女性専用の着替えスペース、トイレの設置場所など、女性の視点も
取り入れて、安心して過ごせる避難所の運営が必要です。
　避難所における新型コロナウイルス感染予防のためには、十分な換気に努め、３
つの密（密閉・密集・密接）を避けることが重要です。マスクを着用し、手洗いや
咳エチケットなど、感染症対策を徹底してください。
　発熱や咳などの症状が出た場合や、体調がすぐれない場合は、我慢せず、避難所
の担当者に申し出るようにしましょう。

〇定期的に換気する

〇避難者同士の距離
　を保つ

〇 近距離での会話や
　発声は最低限に

避けるために

※川越市水害ハザードマップ　
　 平成 30年 12月に全世帯に配布。
現在、市役所防災危機管理室（本
庁舎４階）や市民センターなどで
配布しているほか、市ホームペー
ジ（小江戸川越マップ）に掲載。

保存版の写真

〜新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難について〜

３密を
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　ポジティブ・アクションとは、社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、
一定の範囲で特別な機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的と
して講じる暫定的な措置のことをいいます。

　我が国における女性の参画は徐々に増加しているものの、諸外国と比べると低い水準であるこ
とはジェンダーギャップ指数等からもわかると
おりです。現状において男女の置かれた社会的
状況には、個人の能力や努力によらない格差が
あり、実質的な機会の平等の確保が必要となり
ます。

　政治や行政の分野のみではなく、経済活動や
研究活動においても、女性をはじめとする多様
な人々が参画する機会を確保することは、組織
運営の活性化や競争力の強化などにも寄与する
と言えます。

　毎年 11月 12日から 25日までの 2週間は、内閣府等が主唱する「女性に対す
る暴力をなくす運動」の実施週間です。
　川越市では、埼玉県が行う「パープルリボンキャンペーン」に協力し、11月
14日（土）と 15日（日）に、ウェスタ川越において、大きなタペストリーのポ
ケットに、女性に対する暴力根絶のシンボルである「パープルリボン」を入れてい
ただく啓発活動を実施する予定です。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止又は実施方法が変更になる場合があります。

【ポジティブ・アクション】

パープルリボンキャンペーン

女性参画拡大のための
ポジティブ・アクションの手法

● クオータ制
性別を基準に、一定の人数や割合を割り当てる

指導的地位に就く女性の数値に関して、達成す
べき目標と達成までの期間の目安を示して、そ
の実現に向けて努力する手法

● ゴール・アンド・タイムテーブル方式

研修機会の充実や仕事と生活の調和等、女性の
参画拡大を図るための基盤整備を推進する手法

（出典：内閣府男女共同参画局ホームページ）

● 基盤整備を推進する方式

用語解説
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　内閣府は、これまでのＤＶ相談体制を更に強化し、「ＤＶ相談＋（プラス）」を実施しています。
　電話やメールでの相談は 24時間受付しているほか、チャットでの相談も 12時から 22時まで受付してい
ます。配偶者やパートナーからのさまざまな暴力（ＤＶ）について、専門の相談員が一緒に考えてくれます。

　川越市では、一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合いながら、自分らしく生き生き
と暮らせる社会の実現を目指し、令和 2年 5月 1日から「川越市パートナーシップ宣誓制度」を
始めました。
　この制度は、同性カップルの方が、パートナーシップ関係にあることを
市に宣誓する制度です。それに対して、市では、宣誓した事実を証明する
宣誓書受領証等をお二人に交付しています。
　制度開始以来、既に 9組の方々が宣誓をしております。（9月 1日現在）

ＤＶの悩み、ひとりで抱えていませんか？

☎ 0120－2
つ

7
な

9
ぐ

－8
は

8
や

9
く

ひとりで悩まず、
お気軽に

ご相談ください。メールやチャットの相談につきましては、「ＤＶ相談＋
（プラス）」のホームページ（https://soudanplus.jp）
から受付することができます。

「川越市パートナーシップ宣誓制度」「川越市パートナーシップ宣誓制度」
がはじまりましたがはじまりました

　「平成 30年 6月に制度創設のための請願が市議会で採択されてから、
この日を待ち望んでいました。宣誓時は感極まり、涙が溢れました。
　署名にご協力いただいた方や、応援いただいた方に心から感謝いたし
ます。
　日本では、現在、同性カップルは法的に婚姻できず、生活上のさまざ
まな困難に直面する場合があるため、本制度は非常に心強く感じます。
川越市がより魅力的なまちとなりますように。」

実際に宣誓された方の感想です。

24時間対応
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イーブン（川越市男女共同参画情報紙）

ご意見・ご感想をお待ちしています！
 Eメール：danjokyodo@city.kawagoe.saitama.jp

〜小さな悩みも一緒に考えていきましょう〜〜小さな悩みも一緒に考えていきましょう〜

女性相談
DV、家庭生活・夫婦関係など

月〜金曜日（祝日・年末年始を除く）

9：00〜17：00
川越市役所男女共同参画課

☎ 049-224-5723

男性のための
男性臨床心理士による

電話相談
職場の人間関係、家族・夫婦など

第３日曜日（変更の場合あり）

11：00〜15：00
With You さいたま

☎ 048-601-2175

カウンセリングルーム
こころの悩み、セクハラなど

第2・4木曜日（年末年始を除く）

10：00〜16：00/予約制
ウェスタ川越男女共同参画推進施設
予約は川越市役所男女共同参画課

☎ 049-224-5723

DV、女性の抱える
さまざまな悩み

DVに関する相談

DV、ストーカーに
関する総合相談

いのちの電話

よりそいホットライン

セクハラに関する相談

月〜土曜日　10：00〜20：30/面談は予約制（祝日・第3木曜日・年末年始を除く）
埼玉県男女共同参画推進センター With You さいたま（埼玉県配偶者暴力相談支援センター）

☎ 048-600-3800
月〜土曜日　9：30〜20：30/日曜日・祝日　9：30〜17：00（年末年始を除く）
埼玉県婦人相談センターDV相談担当（埼玉県配偶者暴力相談支援センター）

☎ 048-863-6060
月〜金曜日　8：30〜17：15（祝日を除く）

川越警察署 生活安全課　☎ 049-224-0110

24時間（365日）

埼玉いのちの電話　☎ 048-645-4343

24時間（無休）　一般社団法人  社会的包摂サポートセンター
※どんな人の、どんな悩みにもよりそって、一緒に解決する方法を探します。

 0120-279-338

月〜金曜日　８：３０〜１７：１５（祝日・年末年始を除く）

埼玉労働局雇用環境・均等室　☎ 048-600-6210


